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は
じ
め
に

研
究
史
上
、
著
名
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
に
探
求
さ
れ
て
い
な
い
荘
園

は
多
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
東
寺
領
伊
勢
国
川
合
荘
を
と
り
あ
げ
る
こ

と
に
し
た
い
。

川
合
荘
は
一
般
に
近
く
に
あ
っ
た
大
国
荘
と
あ
わ
せ
て
、
川
合
・
大
国
荘
と
い
わ

れ
る
。
こ
の
両
荘
は
伊
勢
国
の
南
部
、
櫛
田
川
の
中
流
域
に
立
地
し
、
数
少
な
い
平

安
期
の
東
寺
領
の
な
か
で
は
、
丹
波
国
大
山
荘
と
並
ん
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
荘

園
で
あ
る①
。
東
寺
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
官
省
符
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
官
省
符
荘

で
あ
る
。
川
合
荘
六
六
町
は
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）、
桓
武
天
皇
が
屋
部
王
家
領

を
勅
施
入
し
て
成
立
し
た
寺
領
で
、
川
合
勅
旨
田
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
方
、
大

国
荘
は
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
に
施
入
さ
れ
た
布
施
内
親
王
の
墾
田
に
由
来
し
、
飯

野
・
多
気
両
郡
に
ま
た
が
る
荘
田
は
一
八
五
町
余
に
及
ん
で
い
る②
。

こ
の
両
荘
に
つ
い
て
は
以
前
、
関
係
す
る
平
安
前
・
中
期
の
文
書
の
真
偽
を
検
討

し
た
こ
と
が
あ
る③
。
そ
こ
で
論
じ
た
の
は
、
次
の
四
点
で
あ
る
。

（
1 

）
信
用
す
る
に
足
る
一
〇
世
紀
前
半
の
文
書
に
よ
れ
ば
、九
世
紀
前
半
と
一
〇

世
紀
前
半
に
お
い
て
、
東
寺
領
川
合
荘
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
2 

）一
〇
世
紀
前
半
以
前
の
川
合
荘
に
関
す
る
文
書
は
す
べ
て
疑
わ
し
い
と
こ
ろ

を
も
っ
て
お
り
、必
ず
し
も
信
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
時
期

の
東
寺
領
川
合
荘
の
存
在
を
裏
づ
け
る
確
か
な
公
験
は
な
い
。

（
3 

）
こ
の
二
点
か
ら
、一
〇
世
紀
以
前
に
お
い
て
東
寺
領
川
合
荘
な
る
荘
園
は
存

在
し
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

（
4 

）
川
合
荘
は
、九
世
紀
に
お
い
て
大
国
荘
田
の
変
動
が
著
し
か
っ
た
と
い
う
事

実
を
も
と
に
、
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
前
後
に
大
国
荘
の
分
身
と
し
て
創
作

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
関
連
す
る
偽
文
書
の
作
成
も
時
を
同
じ
く
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、川
合
荘
が
新
た
に
創
作
さ
れ
た
荘
園
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
も
と
に
、

そ
の
出
現
と
支
配
の
あ
り
方
を
捉
え
な
お
す
こ
と
が
課
題
と
な
る
が
、
新
し
い
論
点

の
提
起
が
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
東
寺
百
合
文
書
に
含
ま
れ
る
川
合
荘
関
係
の
新
出
文
書④
を
検
討
す

る
機
会
が
あ
り
、
改
め
て
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
中
世
荘
園
形
成
期

に
お
け
る
寺
領
支
配
の
様
相
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一　

東
寺
領
川
合
荘
の
出
現

東
寺
に
よ
る
寺
領
再
建
の
動
き
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

東
寺
が
寺
領
経
営
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
一
一
世
紀
の
間
に
、
大
国
荘
の
所
在
地

域
に
お
い
て
、
諸
寺
や
人
々
に
よ
る
領
田
の
形
成
が
進
ん
だ
。
寺
領
の
再
建
を
図
る

東
寺
領
伊
勢
国
川
合
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と
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東
寺
政
所
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
。

治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
二
月
二
十
八
日
大
国
荘
司
解⑤
は
東
寺
に
対
し
、伊
勢
神
宮
の

祭
主
に
公
験
を
見
せ
て
、
寺
の
領
有
を
認
め
る
公
判
を
出
し
て
も
ら
っ
た
う
え
で
、

神
宮
検
非
違
使
に
命
じ
て
、
成
願
寺
な
ど
の
寺
院
と
有
高
・
有
任
以
下
の
諸
人
に
よ

る
押
領
を
停
止
し
て
も
ら
う
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
。
一
一
世
紀
後
半
で
は
こ
れ
以

降
、
関
連
文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
寺
領
再
建
の
動
き
が
始
ま
っ
た
と

み
ら
れ
る
。

こ
の
時
、
訴
え
ら
れ
て
い
る
寺
院
の
な
か
に
成
願
寺
も
は
い
っ
て
い
る
の
で
、
の

ち
に
川
合
荘
と
み
な
さ
れ
る
荘
田
も
訴
え
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
東
寺
は
あ
く
ま
で
も
大
国
荘
田
と
主
張
し
て
、
再
建
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の

文
書
で
は
も
う
一
つ
、「
稲
木
大
夫
」
の
名
が
み
え
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
人

物
は
前
上
司
の
外
孫
で
、
荘
園
の
公
験
を
継
承
し
て
い
る
現
地
の
関
係
者
と
し
て
出

て
く
る
が
、「
稲
木
大
夫
」
と
い
え
ば
、
の
ち
の
文
書
で
は
荒
木
田
延
能
を
さ
す
。
し

か
し
延
能
は
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
の
生
ま
れ
で
、こ
の
時
点
で
は
ま
だ
少
年
で
あ

る
の
で
、
こ
の
人
物
は
延
能
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
父
の
延
隆
か
、
も
し
く
は
そ
の

世
代
の
親
族
で
あ
ろ
う⑥
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、こ
の
一
族
が
延
能
の
前
の
世
代
か
ら
、

東
寺
領
田
と
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
荘
司
の
訴
え
は
祭
主
ま
で
届
け
ら
れ
、
こ
の
後
、
寺
使
と
神
宮
検
非
違
使
が

東
寺
と
領
主
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
公
験
を
出
さ
せ
て
対
決
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
一

人
の
論
者
も
現
れ
ず
、
文
書
の
付
き
合
わ
せ
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
ま
た
使
者
と
し

て
現
地
に
下
っ
た
神
宮
検
非
違
使
の
守
親
と
多
気
郡
司
は
領
主
た
ち
の
誘
い
に
の

り
、
公
正
さ
を
欠
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る⑦
。

祭
主
へ
の
働
き
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寺
領
再
建
の
成
果
は
な
か
な
か
あ
が
ら

な
か
っ
た
よ
う
で
、
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
春
に
至
り
、
東
寺
長
者
の
信
覚
は
上
座

円
順
を
現
地
に
派
遣
、「
大
国
庄
長
任
執
行
別
当
」
と
し
て
荘
務
を
行
わ
せ
た⑧
。
円
順

が
選
任
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
祭
主
大
中
臣
輔
経
と
「
師
檀
」
の
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
下
向
し
た
円
順
は
、
そ
れ
ま
で
と
同
様

大
国
荘
の
再
建
を
図
る
ば
か
り
で
な
く
、
新
た
に
桓
武
天
皇
の
勅
施
入
と
称
す
る
川

合
荘
六
六
町
を
前
面
に
立
て
、
寺
領
の
獲
得
に
乗
り
だ
し
た
。
ち
な
み
に
一
一
世
紀

以
降
の
文
書
の
な
か
で
、
川
合
の
荘
名
が
み
え
る
の
は
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る⑨
。

公
験
上
、
大
国
荘
内
、
あ
る
い
は
川
合
荘
内
と
称
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
寺
領

に
は
東
寺
に
と
っ
て
ま
だ
支
配
の
実
現
し
て
い
な
い
土
地
が
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時

諸
寺
や
人
々
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
の
所
領
と
な
っ
て
い
た
。
承
保
三
年
十
一
月

二
十
三
日
東
寺
荘
司
等
解⑩
に
よ
る
と
、
具
体
的
に
獲
得
が
め
ざ
さ
れ
た
の
は
成
願
寺

領
一
五
町
、
土
田
・
川
原
御
薗
、
為
任
領
三
段
、
釈
尊
寺
領
一
町
三
段
、
信
通
権
禰

宜
領
二
町
五
段
余
と
範
任
等
所
領
で
あ
り
、
東
寺
は
こ
れ
ら
の
領
主
に
対
し
て
、
寺

領
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
成

願
寺
領
一
五
町
は
川
合
荘
六
六
町
の
荘
内
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

円
順
は
在
地
で
精
力
的
に
活
動
し
た
だ
け
で
な
く
、
京
都
へ
の
働
き
か
け
も
積
極

的
に
行
っ
て
い
る
。そ
れ
を
示
す
か
の
よ
う
に
、承
保
三
年
十
一
月
に
は
同
じ
二
十
三

日
付
で
二
つ
の
文
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
大
国
荘
下
司

寂
安
ら
が
「
東
寺
御
庄
司
」
の
名
で
東
寺
政
所
宛
に
出
し
た
も
の
で
、
長
者
の
御
室

信
覚
を
通
じ
て
奏
聞
す
る
と
と
も
に
、
祭
主
に
事
情
を
話
し
、
諸
寺
・
諸
人
に
よ
る

大
国
・
川
合
両
荘
田
の
押
領
を
停
止
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
今
一
つ
は
、
御
室

信
覚
下
文
で
、
東
寺
の
訴
え
を
う
け
て
、
大
国
・
川
合
両
荘
の
田
堵
に
対
し
、
祭
主

使
・
寺
家
使
と
各
の
文
書
と
寺
家
公
験
を
照
合
す
る
と
と
も
に
、
所
当
地
子
物
を
弁

進
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る⑪
。
こ
の
後
、
翌
四
年
四
月
に
は
祭
主
の
輔
経
は
検
非
違

使
奉
資
と
郡
司
に
寺
家
使
と
と
も
に
相
論
と
な
っ
て
い
る
田
地
の
所
属
を
尋
ね
、
言

上
す
る
よ
う
に
命
じ
る
下
文
を
出
し
て
い
る⑫
。

こ
う
し
た
円
順
の
活
発
な
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寺
領
の
再
建
は
容
易
で
は
な

か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
に
至
り
、
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
年
の
八
月
二
十
三
日
、
荘
長
執
行
執
別
当
円
順
と
荘
検
校
大
中
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臣
安
元
は
「
東
寺
御
領
大
国
庄
司
」
の
名
で
二
ヶ
条
の
訴
え
を
直
接
、
祭
主
大
中
臣

頼
宣
に
な
し
た⑬
。
こ
の
う
ち
一
条
目
は
大
国
荘
田
に
関
す
る
も
の
で
、
一
四
条
三
大

分
里
等
に
所
在
す
る
荘
田
を
人
々
や
神
民
が
押
領
し
、
お
互
い
の
公
験
の
照
合
に
も

応
じ
な
い
と
訴
え
て
い
る
。
ま
た
二
条
目
で
は
、川
合
勅
旨
田
六
六
町
の
う
ち
、一
五

条
三
岡
前
里
等
に
所
在
す
る
熟
田
一
五
町
が
押
領
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
を
う
け
祭
主
は
、
こ
の
荘
司
解
の
袖
に
検
非
違
使
奉
成
宛
の
指
示
を
記
し
、
実

正
道
理
に
任
せ
て
弁
え
定
め
、
言
上
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
二
ヶ
条
の
う

ち
、
少
な
く
と
も
川
合
荘
田
に
関
し
て
は
、
伊
勢
神
宮
の
禰
宜
た
ち
が
「
依
レ
有
二
東

寺
公
験
理
一
、
川
合
庄
勘
返
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に⑭
、
ま
も
な
く
東
寺
の
主
張
が
認

め
ら
れ
る
。
十
一
月
に
成
願
寺
が
多
気
郡
一
五
条
三
岡
前
里
内
の
寺
家
所
領
に
つ
い

て
、「
今
年
始
東
寺
大
国
御
庄
使
成
二
是
妨
一
」
と
非
難
し
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
裏
づ

け
る
も
の
で
あ
る⑮
。
よ
う
や
く
東
寺
の
念
願
が
か
な
い
、
公
験
上
の
存
在
に
す
ぎ
な

か
っ
た
川
合
荘
が
そ
の
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
東
寺
領
川
合
荘
の
出
現
で
あ
る
。

二　

川
合
荘
支
配
の
様
相

祭
主
に
よ
っ
て
、
川
合
荘
の
領
有
を
認
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま

東
寺
の
支
配
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
新
た
に
東
寺
は
支
配
の
実
質
化
を

図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

東
寺
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
川
合
荘
の
本
田
は
六
六
町
、
桓
武
天
皇
の
勅
施
入
を
う

け
て
立
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
承
和
十
二
年
九
月
十
日
民
部
省
符
案⑯
に
よ
る
と
、
荘

田
は
多
気
・
飯
野
両
郡
に
わ
た
る
二
〇
余
里
に
所
在
し
て
い
る
。
表
1
に
そ
の
里
名

を
記
し
た
。

荘
田
全
体
は
六
六
町
で
あ
っ
た
も
の
の
、
一
一
世
紀
後
半
の
こ
の
時
期
、
東
寺
が

成
願
寺
等
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
強
調
し
て
い
た
の
は
、「
本
田
六
十
六
町
之

内
見
熟
十
五
町⑰
」、
あ
る
い
は
「
三
疋
田
・
四
疋
田
・
五
相
可
・
二
判
田
・
六
山
田
・

表 1　川合荘田の所在地
所在条里 相論地熟田 15 町の所在里と坪付 関係する現存地名

多気郡 13 条 1 川原里
15 条 3 岡前里

2幡　里
16 条 9 岡前里

2井内里
3疋田里
4疋田里
5相可里
6山田里

17 条 2 判田里
4条 1速田里

西里外
5条 1川原里

西里外
6条 2贄田里
8条 10 山田里

2池上里
9条 1山田里
12 条 2 川田里

飯野郡　4条　高幡里
5垣辺里

15 条 4 鎌田里
伐坂処

◯    13，22，24，25
◯

◯    13
◯    4
◯    4，27，34
◯    11
◯    3，10
◯    18，30

多気町西池上に岡崎

多気町に井之内林
多気町に三疋田
多気町に四疋田
多気町に相可
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二
幡
・
三
岡
前
里
田
十
五
町⑱
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
田
地
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
実
質

的
な
領
有
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
荘
田
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
荘
田
が
所
在

す
る
里
名
も
判
明
す
る
坪
付
と
と
も
に
、
表
1
に
記
し
た
。
ま
た
参
考
ま
で
に
現
存

す
る
関
係
地
名
も
の
せ
て
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
支
配
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
荘

田
は
櫛
田
川
の
中
流
域
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

主
張
が
認
め
ら
れ
た
あ
と
、
こ
れ
ら
の
荘
田
に
対
し
て
、
寺
領
化
の
営
み
が
本
格

化
す
る
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
年
、
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
十
一

月
、
成
願
寺
は
祭
主
大
中
臣
頼
宣
に
牒
を
出
し
、
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
九
月
三
日
に

認
定
さ
れ
た
官
省
符
田
で
あ
る
寺
家
所
領
多
気
郡
一
五
条
三
岡
前
里
内
の
五
町
が
、

今
年
は
じ
め
て
東
寺
大
国
荘
使
に
よ
っ
て
妨
げ
を
な
さ
れ
た
と
訴
え
て
い
る⑲
。
ま
た

翌
二
年
正
月
に
は
、
東
寺
政
所
下
文
が
出
さ
れ
、
川
合
荘
全
体
を
さ
す
と
み
ら
れ
る

「
本
田
庄
」
の
下
司
に
と
り
た
て
た
高
山
頼
友
ら
に
対
し
、三
岡
前
里
一
三
坪
を
は
じ

め
と
す
る
五
〇
余
坪
の
昨
年
の
地
子
物
を
徴
進
す
る
よ
う
命
じ
る
と
と
も
に
、
地
子

を
弁
進
し
な
い
も
の
に
は
荘
田
を
充
て
が
わ
な
い
と
指
示
し
て
い
る⑳
。
東
寺
が
寺
領

と
し
て
認
め
ら
れ
た
荘
田
を
確
保
し
つ
つ
、
下
司
を
補
任
し
て
、
新
し
く
支
配
に
乗

り
だ
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
年
、
永
保
二
年
の
八
月
に
は
、
新
た
に
成
願
寺
領
の
荘
司
で
あ
っ
た

物
部
頼
季
を
一
五
町
分
の
下
司
に
補
任
し
て
い
る
。「
件
東
寺
川
合
庄
司
、
以
二
永
保

二
年
一
依
二
所
望
一
、
従
二
庄
政
所
一
下
司
職
令
レ
任
事
已
了㉑
」
と
あ
り
、
ま
た
頼
季
が
川

合
庄
司
職
に
補
任
さ
れ
る
た
め
に
、
八
月
十
六
日
付
で
鼠
毛
父
馬
一
疋
を
東
寺
側
に

進
め
て
い
る
の
で㉒
、
こ
の
後
ま
も
な
く
し
て
補
任
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
関
連
史
料

に
は
庄
司
、
預
職
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
地
位
を
表
す
下
司

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
間
に
荘
田
を
請
け
負
う
田
堵
の
入
れ
替
え
も
図
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
に
あ
げ

た
東
寺
政
所
下
文
に
も
地
子
を
納
め
な
い
も
の
に
は
荘
田
を
充
て
が
わ
な
い
と
い
う

方
針
が
打
ち
だ
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
も
入
れ
替
え
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。
次
に

あ
げ
る
多
気
郡
相
可
郷
四
疋
田
里
三
四
坪
一
町
の
事
例
が
そ
れ
に
あ
て
は
ま
る
。

　

 

而
件
得
光
作
田
者
、
故
正
少
副
御
作
手
也
、
依
二
官
物
難
済
一
、
以
二
永
保
元
年
一
、

内
蔵
松
行
従
二
庄
政
所
一
充
行
後
、
以
二
永
保
二
年
一
、
得
光
充
行
令
二
耕
作
一
之

後
、
及
二
三
ヶ
年
一
、
上
司
進
二
退
庄
田㉓
一
、

こ
の
荘
田
は
も
と
も
と
「
正
少
副
」
な
る
人
物
が
作
手
を
も
ち
、耕
作
し
て
い
た
が
、

永
保
元
年
に
官
物
を
納
め
な
か
っ
た
た
め
取
り
あ
げ
ら
れ
、
内
蔵
松
行
に
充
て
が
わ

れ
た
。
そ
し
て
翌
二
年
に
は
さ
ら
に
大
中
臣
得
光
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

入
れ
替
え
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
旧
来
の
作
田
が
変
更
な
く
請
け
負
わ
れ
る
ば
あ
い

も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
荒
木
田
延
能
に
は
一
五
条
三
岡
前
里
な
ど
の
三
町
が
そ
の
ま

ま
充
て
が
わ
れ
て
い
る㉔
。

荘
田
に
は
官
物
と
と
も
に
町
別
六
斗
の
町
別
米
が
賦
課
さ
れ
た
が
、
応
徳
元
年

（
一
〇
八
四
）八
月
二
十
日
の
町
別
米
未
進
結
解㉕
は
田
堵
ら
の
負
担
額
を
記
し
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
永
保
三
年
に
お
い
て
、
荘
田
を
請
け
負
っ
た
田
堵
の
名
前
と
そ
の
面
積
が

判
明
す
る
。
表
2
に
そ
れ
を
示
し
た
。
表
に
あ
る
よ
う
に
、
田
堵
の
総
数
は
一
〇
人

表 2　田堵名と請作面積
田堵名 負担町別米 請作面積

僧勝源
季貞
庄司頼季
高吉
伴大夫
得光
頼友
為元
安忠
稲木大夫（延能）

6斗
6斗
6斗

1石 8斗
6斗
6斗
6斗
6斗
6斗

1石 8斗

1町
1町
1町
3町
1町
1町
1町
1町
1町
3町
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で
あ
る
。
一
町
を
請
け
負
う
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
八
人
。
こ
れ
に
対
し
、
三
町

は
二
人
に
す
ぎ
な
い
。
田
数
は
町
単
位
に
な
っ
て
い
る
。
荘
田
の
所
在
坪
が
判
明
す

る
事
例
を
み
る
と
、
物
部
頼
季
が
六
山
田
里
三
坪
の
一
町
、
荒
木
田
延
能
が
三
岡
前

里
一
三
坪
、
二
二
坪
、
二
三
坪
の
三
町
を
そ
れ
ぞ
れ
請
け
負
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
一
町
が
単
位
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
坪
ご
と
に
請
け
負
い
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
東
寺
に
よ
る
何
ら
か
の
規
制
が
働
い
て
い
た
と
考
え

ら
れ
、
こ
れ
ら
の
面
積
は
そ
の
ま
ま
田
堵
の
経
営
規
模
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
た

だ
三
町
を
請
け
負
う
二
人
の
ば
あ
い
、
荘
田
の
所
在
地
に
お
い
て
、
以
前
か
ら
作
手

と
呼
ば
れ
る
権
利
を
有
す
る
田
地
を
広
く
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
、
請
け
負
い
面
積

の
差
異
が
生
じ
る
背
景
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
川
合
荘
関
係
の
史
料
を
み
る
と
、
請

作
す
る
荘
田
に
対
し
て
田
堵
が
も
と
も
と
も
っ
て
い
た
権
利
が
作
手
と
表
現
さ
れ
て

お
り
、「
五
代
相
伝
作
手㉖
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
相
伝
可
能
な
権
利
と
み
な

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
作
手
も
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

よ
う
に
、
下
級
所
有
権
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う㉗
。

次
に
改
め
て
、荘
田
に
対
す
る
賦
課
を
み
る
。「
兼
又
頼
季
為
二
下
司
一
、毎
年
官
物

致
二
未
進
一
、
町
別
米
乍
レ
納
、
不
二
庄
政
所
運
送
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
荘
田
に
課
さ

れ
た
の
は
官
物
と
町
別
米
で
あ
る㉘
。
官
物
は
「
一
疋
季
貞
上　

名
田
一
町
」
と
み
え
、

町
別
に
八
丈
絹
一
疋
の
負
担
で
あ
る㉙
。
年
貢
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
主
に
八
丈
絹
や

四
丈
絹
で
納
め
ら
れ
た
。
返
抄
の
日
付
を
み
る
と
、
八
月
か
ら
収
納
が
本
格
化
し
た

よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
町
別
米
は
「
町
別
二
反
代
六
斗
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
町
あ

た
り
六
斗
と
な
っ
て
い
る㉚
。
粮
米
と
も
い
わ
れ
、
佃
が
設
定
さ
れ
る
代
わ
り
の
賦
課

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
米
や
籾
で
も
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、返
抄
類
を
み
る
限
り
、

し
ば
し
ば
四
丈
絹
で
も
進
納
さ
れ
て
お
り㉛
、
品
目
で
は
官
物
と
の
間
に
大
き
な
違
い

は
な
い
。

官
物
に
関
し
て
は
、
応
徳
元
年
三
月
に
下
司
か
ら
前
年
分
の
八
丈
絹
が
一
三
疋
納

入
さ
れ
て
い
る
の
で32
、
進
納
状
況
は
一
応
、
永
保
三
年
ま
で
順
調
に
推
移
し
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。
一
方
、
町
別
米
の
方
は
す
で
に
永
保
元
年
か
ら
未
進
が
あ
り
、
永
保

三
年
で
は
全
体
八
石
四
斗
の
う
ち
、
見
納
は
一
石
二
斗
七
升
に
す
ぎ
ず
、
残
り
は
翌

応
徳
元
年
八
月
の
段
階
で
も
未
進
と
な
っ
て
い
る33
。
と
て
も
ス
ム
ー
ズ
に
収
納
が
行

わ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
応
徳
二
年
に
至
る
と
、
状
況
は
悪
化

し
、
未
進
は
官
物
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
る34
。
荘
支
配
の
危
機
が
確
実
に
到
来
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

田
堵
荒
木
田
延
能
の
反
抗

応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
の
危
機
は
、川
合
荘
が
寺
領
と
し
て
認
め
ら
れ
て
か
ら
間

も
な
く
し
て
お
こ
っ
て
い
る
の
で
、
東
寺
が
寺
領
支
配
の
樹
立
に
失
敗
し
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
田
堵
の
荒
木
田
延
能
と
下
司
の
物
部
頼
季
の
行
動

を
通
じ
て
、
そ
の
要
因
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
延
能
か
ら
。
彼
は
「
太
神
宮
権
禰
宜
従
五
位
下
荒
木
田
延
能35
」、あ
る
い
は

「
稲
木
大
夫
延
能
神
主36
」
と
あ
る
よ
う
に
、斎
宮
近
く
の
稲
木
村
に
本
拠
を
構
え
る
五

位
の
権
禰
宜
で
あ
る
。
今
問
題
に
し
て
い
る
永
保
・
応
徳
年
間
に
は
権
禰
宜
で
、
大

物
忌
と
い
う
神
職
に
つ
い
て
い
る
が
、
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
に
は
「
労
積
」
に

よ
っ
て
禰
宜
に
補
任
さ
れ
て
い
る37
。
祖
父
も
父
も
と
も
に
禰
宜
に
な
っ
て
い
な
い
の

で
、
こ
れ
は
違
例
の
昇
進
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
来
こ
の
家
は
権
禰
宜
止
ま
り
の

家
系
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
在
地
で
は
子
の
延
明
が
稲
木
村
の
刀

禰
と
な
っ
て
お
り38
、
こ
の
一
族
は
村
落
の
有
力
者
で
あ
る
刀
禰
ク
ラ
ス
に
属
し
て
い

た
と
み
ら
れ
る
。

川
合
荘
と
の
関
わ
り
で
は
、延
能
は
応
徳
元
年
ま
で
毎
年
、荘
田
三
町
を
請
け
負
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
東
寺
領
と
な
る
前
か
ら
で
あ
る
。
請
作
田
は
三
岡
前
里
一
三
坪
、

二
二
坪
、
二
三
坪
に
そ
れ
ぞ
れ
一
町
ず
つ
所
在
し
た
が
、
村
で
い
え
ば
池
部
村
に
あ

た
る39
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
の
秋
以
降
、
東
寺
側
に
よ
る
と
官
物
を
未
進
す
る
に
い
た
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る
。
た
だ
町
別
米
は
未
進
が
重
な
っ
て
い
た
が
、
十
一
月
に
二
ヶ
年
分
を
納
め
て
い

る40
。
こ
の
官
物
の
未
進
に
対
し
、
荘
司
の
円
順
は
翌
二
年
の
四
月
に
い
た
り
、
こ
れ

ま
で
と
は
異
な
り
、
一
町
の
請
作
し
か
認
め
な
い
と
い
う
強
硬
策
を
と
る41
。
二
町
に

関
し
て
は
、
そ
の
作
手
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
う
け
て
延
能
も
す
ぐ
さ
ま
行
動
を
お
こ
す
。ま
ず
直
接
東
寺
に
申
し
で
て
、

も
と
の
よ
う
に
三
町
を
延
能
に
充
て
が
う
よ
う
命
じ
る
下
文
を
出
さ
せ
る
一
方
で
、

四
月
二
十
八
日
に
は
も
と
の
作
田
で
他
人
が
下
種
し
た
あ
と
、
重
ね
て
押
蒔
し
た
。

五
月
十
四
日
、
円
順
は
こ
れ
を
祭
主
に
訴
え
、
祭
主
か
ら
検
非
違
使
俊
晴
と
在
地
刀

禰
に
濫
吹
の
企
て
を
停
止
さ
せ
る
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、
延
能
も
祭

主
に
本
寺
下
文
を
副
え
て
、
荘
司
円
順
が
相
伝
の
荘
田
三
町
の
耕
作
を
妨
げ
て
い
る

と
告
げ
、
同
じ
検
非
違
使
俊
晴
が
本
寺
下
文
に
従
い
、
荘
田
三
町
を
延
能
に
充
て
が

う
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
命
令
を
う
け
て
、
俊
晴
は
延
能
に
返
事
を

送
り
、
事
情
を
説
明
し
て
解
決
を
図
る
か
ら
、
六
月
六
日
に
荘
の
現
地
に
来
る
よ
う

に
求
め
た42
。

と
こ
ろ
が
当
の
六
日
、
現
地
で
突
発
的
な
事
件
が
お
こ
る
。
舞
台
と
な
っ
た
の
は

三
岡
前
里
一
三
坪
一
町
内
五
段
の
荘
田
で
あ
る
。
延
能
に
代
わ
っ
て
田
地
を
充
て
が

わ
れ
た
人
物
が
「
田
汁
」
を
作
り
置
き
、
田
植
え
の
準
備
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
延

能
の
従
類
三
〇
余
人
が
突
然
や
っ
て
き
て
、
無
理
矢
理
田
植
え
を
始
め
た
。
そ
れ
ば

か
り
か
、
荘
側
の
制
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
類
た
ち
は
本
寺
使
の
頭
を
打
ち
破
る

と
い
っ
て
乱
行
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
従
類
を
率
い
て
い
た
の
は
延
能

の
目
代
で
後
見
人
で
あ
る
吉
友
・
諸
枝
と
い
う
も
の
で
あ
る43
。

検
非
違
使
の
俊
晴
が
現
地
に
到
着
し
た
の
は
こ
の
衝
突
の
あ
と
で
あ
っ
た
。
荘
側

か
ら
事
情
を
聞
い
た
俊
晴
は
改
め
て
後
見
の
吉
友
を
荘
に
呼
び
出
し
、
次
の
よ
う
に

告
知
し
た
。
か
の
神
主
の
目
代
が
請
け
負
っ
て
い
る
の
は
作
田
三
町
の
う
ち
、
一
町

の
み
で
、
残
る
二
町
は
他
人
に
充
て
が
わ
れ
た
、
そ
の
田
に
ど
う
し
て
恣
に
田
植
え

を
す
る
の
か
、
神
主
が
下
向
し
て
進
未
結
解
を
行
い
、
そ
の
結
果
官
物
の
未
済
が
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
残
る
二
町
も
請
け
負
っ
た
ら
い
い
で
は
な
い
か
、
と
。

こ
れ
に
対
し
て
、
吉
友
は
①
官
物
は
毎
年
、
下
司
に
弁
済
し
て
お
り
、
全
く
未
進
は

な
い
、
②
作
田
三
町
の
う
ち
、
一
町
の
み
認
め
ら
れ
て
、
残
る
二
町
が
他
人
に
充
て

が
わ
れ
た
の
は
承
知
で
き
な
い
、
③
争
い
に
な
っ
て
い
る
田
に
つ
い
て
は
、
制
止
に

従
っ
て
、
田
植
え
を
し
な
い
で
「
田
人
等
」
を
帰
ら
せ
る
、
と
答
え
た
。
こ
れ
で
一

旦
、
こ
と
は
収
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
み
え
た
が
、
そ
の
三
日
後
、
今
度
は
吉
友
ら
は

伊
勢
神
宮
の
両
機
殿
の
機
子
ら
を
請
い
、
そ
の
権
威
を
利
用
し
て
、
な
お
田
植
え
を

強
行
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
み
せ
た
と
い
う44
。

こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
経
過
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず

第
一
に
、
荘
司
円
順
は
田
堵
の
官
物
未
納
を
理
由
に
し
て
、
強
硬
に
請
作
の
否
認
を

行
っ
て
い
る
。
相
伝
で
あ
る
と
は
い
え
、
官
物
を
納
め
な
か
っ
た
ば
あ
い
、
請
作
の

拒
否
に
よ
り
、
作
手
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
荘
司
は
そ

れ
を
一
年
の
官
物
未
納
で
も
強
行
し
て
い
る
。
第
二
に
、こ
の
請
作
の
否
認
に
対
し
、

田
堵
で
あ
る
延
能
は
と
り
あ
げ
ら
れ
た
荘
田
に
お
い
て
田
植
え
を
強
行
す
る
な
ど
、

実
力
行
使
で
も
っ
て
抵
抗
し
て
い
る
。
作
手
が
相
伝
可
能
な
権
利
と
な
っ
て
い
た
だ

け
に
、
そ
の
突
然
の
否
定
は
い
つ
で
も
何
ら
か
の
形
で
強
い
抵
抗
を
招
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
請
作
否
認
の
強
行
に
対
す
る
田
堵
側
の
強
い
抵
抗
が
、
在
地
に
混
乱

を
も
た
ら
し
、
荘
司
に
よ
る
支
配
を
動
揺
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
か
ろ
う
。

さ
て
、
延
能
側
は
少
な
く
と
も
九
日
ま
で
強
硬
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
の

後
そ
の
姿
勢
を
改
め
、
荘
司
側
と
妥
協
が
成
立
し
た
。
六
月
二
十
二
日
の
延
能
解
が

そ
れ
を
示
し
て
い
る45
。
そ
の
内
容
は
大
き
く
、
①
川
合
荘
田
一
町
五
段
の
官
物
に
つ

い
て
、
前
下
司
物
部
頼
季
は
成
願
寺
領
田
と
み
な
し
て
返
抄
を
放
ち
、
荘
政
所
に
絹

米
を
納
め
て
い
な
い
の
で
、荘
司
が
そ
れ
を
返
抄
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
拒
否
し
、

延
能
に
未
済
が
あ
る
と
い
う
の
は
尤
も
で
あ
る
、
②
く
だ
ん
の
一
町
五
段
に
つ
い
て

は
、
先
日
播
殖
し
た
が
、
荘
司
の
主
張
に
道
理
が
あ
る
の
で
、
今
年
の
作
ば
か
り
は
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川
合
荘
に
避
け
進
め
る
、
③
こ
の
一
町
五
段
は
五
代
相
伝
の
作
田
で
あ
る
の
で
、
明

年
よ
り
は
も
と
の
ご
と
く
充
て
が
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
④
一
町
五
段
の
官
物
は
延

能
が
納
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頼
季
が
荘
司
に
進
納
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
の

で
、
頼
季
に
弁
済
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
い
、
の
四
点
に
分
け
ら
れ
る
。
短
期
間
の
う

ち
に
こ
う
し
た
折
り
合
い
が
つ
い
た
の
は
、
延
能
側
の
官
物
未
納
が
頼
季
の
非
法
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
り
、
請
作
回
復
の
見
通
し
が
た
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

さ
ら
に
延
能
は
八
月
二
十
七
日
付
け
で
東
寺
に
解
状
を
出
し
、
あ
る
要
求
を
し
て

い
る46
。
こ
の
新
出
文
書
の
延
能
解
は
虫
喰
い
が
多
く
、
正
確
に
内
容
を
読
み
と
る
の

は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
訴
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
下
司
の
物
部
頼
季
の

謀
計
に
よ
っ
て
、
昨
年
の
官
物
が
未
納
と
み
な
さ
れ
た
た
め
、
今
年
延
能
は
荘
田
一

町
五
段
の
請
作
を
認
め
ら
れ
ず
、
一
旦
播
殖
し
た
作
田
も
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
作
田
は
収
穫
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
分
を
弁
償

さ
せ
る
た
め
に
、
頼
季
に
一
町
五
段
分
の
獲
稲
七
五
〇
束
を
返
進
さ
せ
る
こ
と
を
認

め
て
欲
し
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
延
能
の
反
抗
は
妥
協
が
図
ら
れ
、
収
ま
っ
た
も
の
の
、
ほ
ぼ
時
期
を

同
じ
く
し
て
公
然
化
し
た
下
司
物
部
頼
季
の
敵
対
的
な
行
動
は
よ
り
深
刻
な
影
響
を

東
寺
の
支
配
に
及
ぼ
し
た
。
次
に
頼
季
の
動
き
を
追
っ
て
み
た
い
。

四　

下
司
物
部
頼
季
の
敵
対

頼
季
は
こ
の
時
期
、
一
貫
し
て
神
宮
検
非
違
使
で
あ
り
、
川
合
荘
下
司
に
任
じ
ら

れ
る
前
は
成
願
寺
領
の
荘
司
で
あ
っ
た47
。
こ
の
二
つ
の
地
位
か
ら
判
断
し
て
、
川
合

荘
田
の
所
在
地
近
辺
に
本
拠
を
も
つ
、
伝
統
的
な
在
地
の
有
力
者
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
頼
季
が
川
合
荘
の
下
司
に
補
任
さ
れ
た
の
は
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
八
月
こ

ろ
で
、
東
寺
に
荘
の
領
有
が
認
め
ら
れ
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。

下
司
と
し
て
は
、
官
物
と
町
別
米
の
収
納
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
関

連
す
る
文
書
を
み
る
と
、
官
物
等
を
受
け
と
っ
た
と
き
に
出
さ
れ
る
請
取
で
は
永
保

三
年
の
も
の
が
二
通
残
っ
て
い
る48
。ま
た
進
未
沙
汰
を
示
す
結
解
も
作
成
し
て
お
り
、

永
保
三
年
度
の
も
の
が
官
物
と
町
別
米
で
そ
れ
ぞ
れ
一
通
残
さ
れ
て
い
る49
。
こ
の
ほ

か
、「
為
二
円
順
一
皆
悉
押
二
取
成
願
寺
領
一
者
、
是
又
無
実
也
、
但
東
寺
田
十
五
町
之

外
、
庄
司
頼
季
件
残
地
子
可
レ
納
之
由
、
度
度
雖
二
訴
申
一
、
円
順
敢
不
二
承
引
一
矣50
」
と

あ
る
よ
う
に
、
成
願
寺
領
の
取
り
込
み
を
庄
司
円
順
に
進
言
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
下
司
と
し
て
活
動
す
る
と
と
も
に
、
田
堵
と
し
て
も
一
六

条
六
山
田
里
一
町
の
荘
田
を
請
作
し
て
い
る51
。

応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
八
月
に
町
別
米
結
解
を
作
成
し
て
お
り
、こ
の
時
期
ま
で

下
司
と
し
て
東
寺
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
の
冬

ご
ろ
か
ら
、
収
納
し
た
官
物
を
荘
政
所
に
納
め
な
い
な
ど
、
反
抗
す
る
態
度
を
と
る

に
い
た
る
。
さ
ら
に
翌
二
年
に
な
る
と
、
敵
対
的
な
行
動
も
み
せ
は
じ
め
る
。
た
と

え
ば
、
三
月
二
十
七
日
に
充
て
が
わ
れ
て
い
な
い
荘
田
に
勝
手
に
札
を
立
て
る
狼
藉

を
行
っ
た
ば
か
り
か
、
翌
二
十
八
日
に
は
成
願
寺
領
川
合
荘
司
の
名
で
荘
田
を
書
き

あ
げ
た
牒
状
を
多
気
郡
司
に
送
っ
て
い
る
。
ま
た
四
月
十
九
日
に
荒
木
田
延
能
が
納

め
た
官
物
の
返
抄
に
「
成
願
寺
領
田
三
町
内
」
と
記
し
た
ほ
か
、
五
月
十
二
日
に
は

本
寺
使
を
凌
轢
し
て
田
植
え
を
強
行
す
る
ま
で
に
い
た
る52
。

こ
う
し
た
度
重
な
る
敵
対
的
な
行
動
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
荘
司
の
円
順
は
五

月
十
四
日
、
頼
季
の
非
法
を
二
点
に
分
け
て
、
祭
主
に
訴
え
た
。
一
点
目
は
、
相
可

郷
四
疋
田
里
三
四
坪
の
一
町
の
荘
田
に
お
け
る
狼
藉
で
あ
る
。
こ
の
田
地
は
永
保
二

年
か
ら
大
中
臣
得
光
に
充
て
ら
れ
て
き
た
が
、
応
徳
二
年
の
三
月
に
い
た
り
、
頼
季

が
自
分
の
土
地
だ
と
主
張
し
だ
し
、
五
月
に
は
本
寺
の
下
文
に
背
い
て
寺
使
快
得
を

凌
轢
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
田
植
え
の
強
行
ま
で
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
二
点
目
は
下
司
と
し
て
の
非
法
で
、
官
物
を
未
進
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
町
別

米
を
田
堵
ら
か
ら
収
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荘
政
所
に
運
進
し
な
い
と
い
う
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も
の
で
あ
る
。
提
訴
を
う
け
た
祭
主
は
検
非
違
使
の
新
家
俊
晴
と
在
地
刀
禰
に
頼
季

の
耕
作
を
停
止
し
、
未
進
に
つ
い
て
は
沙
汰
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る53
。

そ
の
後
の
経
過
は
六
月
九
日
の
祭
主
宛
の
神
宮
検
非
違
使
新
家
俊
晴
解54
に
よ
る

と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
五
月
二
十
一
日
に
俊
晴
が
頼
季
に
会
い
、
命
令
を
伝
え
た

と
こ
ろ
、
頼
季
は
、
事
実
に
も
と
づ
か
な
い
返
抄
は
放
っ
て
い
な
い
の
で
、
非
難
さ

れ
る
筋
合
い
は
な
い
、
官
物
な
ど
を
荘
司
に
納
め
た
こ
と
を
示
す
惣
返
抄
を
持
参
し

て
、無
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
答
え
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
約
束
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
頼
季
は
催
促
を
無
視
し
て
、
俊
晴
に
会
お
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

経
緯
を
踏
ま
え
て
俊
晴
は
、
頼
季
は
惣
返
抄
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
官
物
と
町
別
米
の

未
進
は
多
い
と
み
ら
れ
る
、
よ
っ
て
官
物
等
の
進
未
沙
汰
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
解
状
で
は
、
頼
季
は
「
前
下
司
」
と
表
現
さ
れ
て
お

り
、
提
訴
の
あ
と
下
司
を
解
任
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

催
促
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
後
も
頼
季
は
参
会
を
拒
否
し
、
六
月
二
十
五
日
に

は
俊
晴
は
、
頼
季
が
会
お
う
と
も
し
な
い
以
上
、
官
物
結
解
の
沙
汰
は
で
き
な
い
と

祭
主
に
解
状
で
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
頼
季
側
も
祭
主
に
提
訴
し
て
い
た
よ
う

で
、
宮
司
庁
が
こ
と
に
当
た
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
こ
の
俊
晴
の
解

状
を
う
け
て
、
祭
主
は
改
め
て
宮
司
に
対
し
、「
随
二
対
決
一
、
両
方
理
非
、
任
二
実
正

道
理
一
、
可
レ
言
二
上
之
一
」
と
命
じ
て
い
る55
。
こ
う
し
て
こ
の
相
論
は
宮
司
の
も
と
で

争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
後
の
経
緯
は
判
明
し
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
事
実
経
過
か
ら
は
、
頼
季
が
東
寺
の
支
配
に
反
抗
す
る
に
い
た
っ
た

事
情
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
新
出
文
書
の
な
か
に
そ
れ
を
考
察
す
る

手
懸
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
文
書
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
は
年
月
日
未
詳

の
川
合
荘
司
神
宮
検
非
違
使
大
中
臣
頼
季
解
な
る
文
書
で
あ
る56
。
こ
の
解
状
は
年
月

日
の
と
こ
ろ
が
虫
喰
い
で
読
み
と
れ
な
い
が
、「
東
寺
古
文
零
聚
」
一
に
次
の
よ
う
な

文
書
が
み
え
る
。

　

〇 　
川川
合
御
荘
司
大
神
宮
検
非
違
使
大
中
臣
頼
季

合
ヲ
東
寺
御
庄
ト
ア
ル
文
書
モ
ア
リ
、

云
々
、

　
　
　
　

略

　
　
　

応
徳
二
年
四
月
十
一
日

文
書
を
出
し
た
人
物
と
そ
の
肩
書
き
が
一
致
す
る
の
で
、
こ
れ
は
大
中
臣
頼
季
解
を

写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
動
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
問
題
の
大
中
臣

頼
季
解
は
応
徳
二
年
四
月
十
一
日
の
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
さ
し
く
物
部

頼
季
の
敵
対
的
な
行
動
が
公
然
化
し
た
時
期
に
あ
た
る
。

次
に
注
意
し
た
い
の
は
差
出
人
の
「
大
中
臣
頼
季
」
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
こ
の

人
物
は
こ
の
時
期
の
関
連
す
る
史
料
に
は
み
え
な
い
。
ま
た
大
中
臣
氏
が
神
宮
検
非

違
使
に
な
っ
て
い
る
事
例
も
ほ
か
に
な
く
、
異
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
と
川
合
荘

司
や
神
宮
検
非
違
使
と
あ
る
肩
書
き
、
さ
ら
に
は
頼
季
と
い
う
名
前
の
一
致
を
併
せ

考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
物
は
物
部
頼
季
が
大
中
臣
氏
を
冒
称
し
た
も
の
と
み
て
、

間
違
い
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
書
は
物
部
頼
季
の
出
し
た
解
状
と
み
な
し

て
よ
か
ろ
う
。

主
要
な
部
分
を
あ
げ
よ
う
。

　

 

謹
案
二
物
情
一
、
田
舎
作
法
、
荘
司
偏
任
レ
心
、
散
二
田
在
強

（
マ
マ
）田

堵
一
、
則
妨
二
彼

作
一
、
充
他
人
□
則
□
□（

不
カ
）レ

進
二
年
貢
一
、
是
恒
例
也
、
而
年
貢
催
使
、
何
任
レ
心

散
田
、
妨
二
荘
司
名
田
一
、
不
レ
令
二
耕
作
一
□

（
乎
カ
）□

請
蒙
二
恩
裁
一
、
任
二
先
例
一
、
被

レ
停
二
止
名
田
六
町
之
妨
一
、
如
レ
本
令
二
耕
作
一
之
由
、
給　
　
　

如
二
申
状
一
、
偏

執
二
行
荘
内
一
、
仍
録
二
子
細
一
、
以
解
、

虫
損
が
ひ
ど
く
、
内
容
を
正
確
に
読
み
と
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
趣
旨
は
使
僧

の
円
順
に
よ
る
名
田
耕
作
の
妨
げ
を
訴
え
る
こ
と
に
あ
る
。「
田
舎
作
法
」
は
、荘
司

が
ひ
と
え
に
心
に
任
せ
て
現
地
に
い
る
田
堵
（「
在
強
田
堵
」）
に
散
田
す
る
の
が
例
で

あ
る
が
、
使
僧
は
勝
手
に
散
田
し
、
荘
司
の
名
田
を
他
人
に
充
て
が
い
、
耕
作
さ
せ

な
い
。
先
例
に
任
せ
て
、
名
田
六
町
の
妨
げ
を
停
止
し
、
も
と
の
ご
と
く
耕
作
で
き

る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
の
解
状
で
頼
季
が
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
の
は
、
①
現
地
の
荘
司
に
よ
る
散

田
を
停
止
し
た
、
②
使
僧
の
円
順
が
先
例
を
無
視
し
て
散
田
し
、
荘
田
を
他
人
に
充

て
が
っ
た
、
の
二
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
頼
季
が
離
反
し
た
理
由
が
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
一
点
目
の
散
田
の
停
止
は
そ
の
権
限
を
大
き
く
制
約
す
る
も
の
で

あ
り
、
下
司
が
不
満
を
抱
い
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
二
点
目
は
先
例
を
無
視
し
た

荘
田
の
充
て
が
い
で
あ
る
。
頼
季
に
よ
れ
ば
、
円
順
は
こ
れ
ま
で
請
け
負
っ
て
き
た

名
田
六
町
を
と
り
あ
げ
、
他
人
に
充
て
が
っ
た
と
い
う
。
頼
季
の
田
堵
と
し
て
の
側

面
の
否
定
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
十
分
に
離
反
の
動
機
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
こ
に
は
下
司
が
反
抗
に
走
っ
た
理
由
が
集
約
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
を
荘
支
配
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
捉
え
な
お
す
と
、
下
司
特
有
の

事
情
に
と
ど
ま
る
一
点
目
よ
り
、
田
堵
の
動
向
に
直
接
結
び
つ
く
二
点
目
を
重
視
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
荒
木
田
延
能
側
の
田
植
え
の
強

行
も
請
作
の
拒
否
に
発
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
請
作
の
変
更
は

「
故
正
少
副
」
な
る
人
物
、
内
蔵
松
行
、
延
能
、
頼
季
の
四
例
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い

が57
、こ
の
な
か
に
下
司
や
有
力
な
田
堵
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
例
外
的
な
措
置
で
は
な
く
、
円
順
に
よ
っ
て
官
物
の
未
進
な
ど
を
き
っ
か
け

に
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
は
請
作

の
前
提
と
も
な
る
田
地
に
対
す
る
権
利
は
作
手
と
呼
ば
れ
、
相
伝
可
能
な
下
級
所
有

権
と
な
っ
て
い
た
。
荘
田
に
対
す
る
権
利
は
強
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
否

定
が
田
堵
ら
の
強
い
反
発
を
招
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

こ
の
先
例
を
無
視
し
た
荘
田
の
充
て
が
い
は
田
堵
ら
の
田
地
に
対
す
る
権
利
を
否
定

す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
在
地
の
秩
序
を
乱
す
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
こ
そ
田
堵
ら
の
離
反
、
ひ
い
て
は
荘
支
配
樹
立
の
失
敗
の
も
っ
と
も
大

き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
失
敗
が
そ
の
ま
ま
荘
の

退
転
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

物
部
頼
季
の
離
反
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、成
願
寺
も
新
た
な
行
動
を
お
こ
す
。

ま
ず
応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
十
月
に
は
川
合
荘
田
一
七
町
三
段
余
の
掠
領
を
東
寺
長

者
仁
和
寺
御
室
に
訴
え58
、
さ
ら
に
翌
二
年
六
月
に
な
る
と
、
今
度
は
太
政
官
に
東
寺

に
よ
る
押
領
を
提
訴
す
る
。
そ
し
て
十
一
月
に
は
こ
の
訴
状
を
う
け
て
、
東
寺
に
官

宣
旨
が
下
さ
れ
、
相
論
は
太
政
官
を
舞
台
に
し
て
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る59
。
こ
の
訴

訟
に
つ
い
て
は
前
稿
で
、
経
過
と
双
方
の
主
張
を
詳
し
く
と
り
あ
げ
た
の
で
、
こ
こ

で
は
そ
の
内
容
に
立
ち
い
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

こ
の
相
論
に
お
い
て
は
成
願
寺
・
東
寺
と
も
そ
れ
ぞ
れ
証
拠
の
公
験
を
提
出
し
、

そ
れ
に
も
と
づ
き
、
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
主
張
を
展
開
し
た
た
め
、
太
政
官
で
は

理
非
の
判
断
を
明
法
家
に
求
め
、
そ
の
勘
文
が
複
数
出
さ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
の

は
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
か
ら
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）
に
か
け
て
の
六
通
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
康
和
二
年
ま
で
延
々
と
相
論
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る60
。
し
か
し

裁
許
状
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
末
は
判
明
し
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の

内
容
に
立
ち
い
っ
た
勘
文
で
は
成
願
寺
側
に
立
つ
勘
文
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

も
し
東
寺
の
主
張
を
認
め
る
裁
許
が
下
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
東
寺
は
退
転
後
も
再

建
の
行
動
を
お
こ
す
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
形
跡
も
な
い
こ
と
、
こ
う
い
っ
た
点
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
東
寺
に
有
利
な
裁
定
が
下
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
、
川
合
荘
支
配
に
関
す

る
文
書
が
み
え
な
く
な
る
。
東
寺
は
相
論
に
お
い
て
、
勝
利
を
う
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
荘
支
配
樹
立
の
失
敗
と
と
も
に
、
川
合
荘
退
転
の
有
力

な
要
因
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
一
世
紀
中
葉
か
ら
一
二
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
古
代
以
来
の
荘
園
が
し
ば
し
ば

再
建
さ
れ
、
中
世
的
な
領
域
型
荘
園
に
転
成
す
る
。
大
国
荘
再
建
の
過
程
で
創
作
さ

れ
た
川
合
荘
は
、
支
配
の
確
立
が
め
ざ
さ
れ
た
も
の
の
成
功
し
な
か
っ
た
点
で
、
さ
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し
ず
め
そ
の
失
敗
例
に
数
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注①　
承
和
十
二
年
九
月
十
日
民
部
省
符
案
、
東
寺
文
書
礼
1
、『
平
安
遺
文
』
七
六
号
、

承
和
十
二
年
十
一
月
十
五
日
伊
勢
国
符
、
東
寺
文
書
礼
4
、『
平
安
遺
文
』
七
八
号
。

②　

承
和
十
二
年
十
一
月
十
五
日
伊
勢
国
符
、
東
寺
文
書
礼
4
、『
平
安
遺
文
』
七
八
号
。

③　

勝
山
清
次
「
東
寺
領
伊
勢
国
川
合
・
大
国
荘
と
そ
の
文
書
」（『
中
世
伊
勢
神
宮
成
立

史
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
初
出
は
一
九
八
九
年
）。

④　

京
都
府
総
合
資
料
館
歴
史
資
料
課
「
東
寺
百
合
文
書
の
第
二
次
修
理
に
つ
い
て
」

（『
資
料
館
紀
要
』
一
八
号
、一
九
九
〇
年
）。
川
合
荘
関
係
の
文
書
は
一
五
点
で
あ
る
。

⑤　

教
王
護
国
寺
文
書
11
、『
平
安
遺
文
』
一
〇
二
三
号
。

⑥　
『
皇
太
神
宮
禰
宜
補
任
次
第
』
荒
木
田
延
能
の
項
、『
神
道
大
系
』
神
宮
編
五
。

⑦　

承
保
三
年
十
一
月
二
十
三
日
東
寺
荘
司
等
解
、
教
王
護
国
寺
文
書
11
、『
平
安
遺
文
』

一
一
三
七
号
。

⑧　

応
徳
元
年
七
月
十
一
日
伊
勢
二
所
大
神
宮
神
主
牒
、
吉
田
文
書
、『
平
安
遺
文
』

一
二
一
二
号
、
寛
治
五
年
七
月
日
東
寺
別
当
時
円
請
文
案
、
東
寺
百
合
文
書
こ
函
1
、

『
平
安
遺
文
』
一
二
九
七
号
。

⑨　

承
保
三
年
十
一
月
二
十
三
日
の
日
付
を
も
つ
二
つ
の
文
書
、仁
和
寺
僧
正
信
覚
房
下

文
案
（
東
寺
百
合
文
書
京
函
3
、『
平
安
遺
文
』
一
一
三
六
号
）
と
東
寺
荘
司
等
解
（
教

王
護
国
寺
文
書
11
、『
平
安
遺
文
』
一
一
三
七
号
）
が
そ
の
早
い
例
と
な
る
。

⑩　

注
⑦
文
書
。

⑪　

東
寺
百
合
文
書
京
函
3
、『
平
安
遺
文
』
一
一
三
六
号
。

⑫　

承
保
四
年
四
月
十
五
日
祭
主
大
中
臣
輔
経
下
文
、
教
王
護
国
寺
文
書
11
、『
平
安
遺

文
』
一
一
四
四
号
。

⑬　

永
保
元
年
八
月
二
十
三
日
大
国
荘
司
解
、
教
王
護
国
寺
文
書
11
、『
平
安
遺
文
』

四
九
四
五
号
。

⑭　

応
徳
元
年
七
月
十
一
日
伊
勢
二
所
大
神
宮
神
主
牒
、
吉
田
文
書
、『
平
安
遺
文
』

一
二
一
二
号
。

⑮　

永
保
元
年
十
一
月
十
六
日
成
願
寺
牒
、
東
寺
百
合
文
書
里
函
2
、『
平
安
遺
文
』

一
一
八
七
号
。

⑯　

東
寺
文
書
礼
1
、『
平
安
遺
文
』
七
六
号
。

⑰　

注
⑬
文
書
。

⑱　

寛
治
五
年
七
月
日
東
寺
別
当
時
円
請
文
案
、
東
寺
百
合
文
書
こ
函
1
、『
平
安
遺
文
』

一
二
九
七
号
。

⑲　

注
⑮
文
書
。

⑳　

東
寺
百
合
文
書
せ
函
古
文
書
5
、『
平
安
遺
文
』
一
一
八
八
号
。

㉑　

応
徳
二
年
五
月
十
四
日
川
合
大
国
荘
司
解
、
東
寺
百
合
文
書
せ
函
古
文
書
5
、『
平

安
遺
文
』
一
二
三
六
号
。

㉒　

永
保
二
年
八
月
十
六
日
神
宮
検
非
違
使
物
部
頼
季
解
、
教
王
護
国
寺
文
書
9
、『
平

安
遺
文
』
四
九
四
八
号
。

㉓　

注
㉑
文
書
。

㉔　

応
徳
二
年
六
月
九
日
神
宮
検
非
違
使
新
家
俊
晴
解
、
東
寺
百
合
文
書
せ
函
古
文
書

5
、
同
な
函
1
、『
平
安
遺
文
』
一
二
三
九
号
。

㉕　

応
徳
元
年
八
月
二
十
日
川
合
荘
町
別
米
結
解
、
東
寺
百
合
文
書
な
函
1
、『
平
安
遺

文
』
一
二
一
三
号
。

㉖　

注
㉔
文
書
。

㉗　

稲
垣
泰
彦
「
律
令
制
的
土
地
制
度
の
解
体
」（『
日
本
中
世
社
会
史
論
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
一
年
、
初
出
は
一
九
七
三
年
）。

㉘　

注
㉑
文
書
。

㉙　

応
徳
元
年
三
月
二
十
五
日
川
合
荘
司
物
部
頼
季
解
、
教
王
護
国
寺
文
書
13
、『
平
安

遺
文
』
四
九
五
〇
号
。

㉚　

注
㉕
文
書
。

㉛　

応
徳
元
年
九
月
十
八
日
川
合
荘
粮
米
代
絹
返
抄
案
、
東
寺
百
合
文
書
コ
函
87
、
応
徳

元
年
十
一
月
二
十
五
日
川
合
荘
年
貢
米
代
返
抄
案
、
東
寺
百
合
文
書
な
函
1
、『
平
安

遺
文
』
一
二
二
二
号
、
一
二
二
三
号
。

32　

応
徳
元
年
三
月
二
十
五
日
川
合
荘
年
貢
絹
送
状
写
、
東
寺
古
文
零
聚
6
、『
平
安
遺

文
』
一
二
一
一
号
、
年
月
日
未
詳
川
合
荘
年
貢
絹
送
状
、
東
寺
百
合
文
書
コ
函
88
。
こ

の
二
つ
は
同
一
の
文
書
で
、
前
者
は
後
者
を
抄
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

33　

注
㉕
文
書
。

34　

注
㉔
文
書
。

35　

注
㉔
文
書
。
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36　

応
徳
二
年
六
月
六
日
大
国
荘
政
所
日
記
、
東
寺
百
合
文
書
せ
函
古
文
書
5
、『
平
安

遺
文
』
一
二
三
八
号
。

37　
『
皇
太
神
宮
禰
宜
補
任
次
第
』
荒
木
田
延
能
の
項
、『
神
道
大
系
』
神
宮
編
五
。　

38　

保
安
三
年
三
月
十
一
日
大
国
荘
専
当
菅
原
武
道
解
、
東
寺
百
合
文
書
里
函
4
、『
平

安
遺
文
』
一
九
六
〇
号
。

39　

注
㉔
文
書
。

40　

応
徳
元
年
十
一
月
五
日
大
国
荘
政
所
返
抄
案
、
東
寺
百
合
文
書
な
函
1
、『
平
安
遺

文
』
一
二
二
〇
号
。

41　

応
徳
二
年
四
月
二
十
日
権
禰
宜
荒
木
田
延
能
請
文
、
東
寺
百
合
文
書
な
函
1
、『
平

安
遺
文
』
一
二
三
二
号
、
応
徳
二
年
五
月
十
四
日
大
国
荘
司
円
順
解
、
東
寺
百
合
文
書

せ
函
古
文
書
5
、『
平
安
遺
文
』
一
二
三
七
号
。

42　

注
㉔
文
書
。

43　

注
36
、
㉔
文
書
。

44　

注
㉔
文
書
。

45　

応
徳
二
年
六
月
二
十
二
日
権
禰
宜
荒
木
田
延
能
解
、
東
寺
百
合
文
書
せ
函
古
文
書

5
、『
平
安
遺
文
』
一
二
四
〇
号
。

46　

応
徳
二
年
八
月
二
十
七
日
権
禰
宜
荒
木
田
延
能
解
、
東
寺
百
合
文
書
コ
函
88
。　

47　

注
⑱
文
書
。

48　

永
保
三
年
五
月
二
日
と
同
三
年
七
月
二
十
九
日
の
川
合
荘
司
物
部
頼
季
絹
請
取
、東

寺
百
合
文
書
コ
函
88
。

49　

注
㉙
、
㉕
文
書
。

50　

注
⑱
文
書
。

51　

永
保
二
年
八
月
十
六
日
神
宮
検
非
違
使
物
部
頼
季
解
、
教
王
護
国
寺
文
書
10
、『
平

安
遺
文
』
一
一
九
四
号
。

52　

注
㉑
文
書
、
応
徳
二
年
六
月
二
十
五
日
神
宮
検
非
違
使
新
家
俊
晴
解
、
東
寺
百
合
文

書
な
函
1
、『
平
安
遺
文
』
一
二
四
二
号
、
承
徳
三
年
八
月
二
十
八
日
中
原
資
清
勘
文

案
、
東
寺
文
書
無
号
2
、『
平
安
遺
文
』
一
四
〇
七
号
。

53　

注
㉑
文
書
。

54　

注
㉔
文
書
。

55　

応
徳
二
年
六
月
二
十
五
日
神
宮
検
非
違
使
新
家
俊
晴
解
、
東
寺
百
合
文
書
な
函
1
、

『
平
安
遺
文
』
一
二
四
二
号
。

56　

東
寺
百
合
文
書
コ
函
88
。　

57　

注
㉑
文
書
、
応
徳
二
年
五
月
十
四
日
川
合
大
国
荘
司
円
順
解
、
東
寺
百
合
文
書
せ
函

古
文
書
5
、『
平
安
遺
文
』
一
二
三
七
号
。　

58　

応
徳
元
年
十
月
二
十
八
日
成
願
寺
僧
観
範
解
、
東
寺
百
合
文
書
里
函
2
、『
平
安
遺

文
』
一
二
一
九
号
。

59　

応
徳
三
年
七
月
日
東
寺
川
合
荘
文
書
進
官
目
録
案
、
東
寺
百
合
文
書
ニ
函
3
、『
平

安
遺
文
』
一
二
四
九
号
。

60　

寛
治
七
年
七
月
二
十
日
惟
宗
国
任
勘
文
案
、
東
寺
百
合
文
書
ほ
函
2
、『
平
安
遺
文
』

一
三
一
八
号
、
承
徳
三
年
八
月
二
十
八
日
中
原
資
清
勘
文
案
、
東
寺
文
書
無
号
2
、
同

一
四
〇
七
号
、
康
和
元
年
九
月
十
九
日
中
原
資
清
勘
文
、
東
寺
百
合
文
書
イ
函
3
、
同

一
四
一
〇
号
、
康
和
元
年
閏
九
月
十
一
日
中
原
範
政
重
勘
文
案
、
同
い
函
1
、
同

一
四
一
二
号
、康
和
元
年
十
月
十
一
日
中
原
資
清
重
勘
文
案
、同
ト
函
3
、同
一
四
一
七

号
、
康
和
二
年
七
月
十
六
日
藤
原
永
実
勘
文
、
同
ヰ
函
２
３
１
。

（
京
都
大
学
文
学
部
教
授
）


